
⑤工事完了
※承認通知書を受け取ってから
　３ヶ月以内に工事完成させてください

【提出物】※必ず工事完了５日後までに提出のこと
排水設備等工事完了届、改造等工事費精算内訳書
水洗便所改造等工事竣工届・検査申請書、竣工写真

⑥検査
※上下水道局職員が現地に赴き
　検査を行います

【提出物】※工事完了届と同時提出可
公共下水道の使用開始届

⑦資金の交付 月末までに関係書類を提出し、検査に合格すれば、
翌月の末日に資金を交付します。

④工事着手
※承認通知書を受け取ってから
　１０日以内に着手してください

【提出物】※必ず着工前に提出のこと
排水設備等新設等計画確認申請書
水洗便所改造等工事着手届

水洗便所改造等資金貸付制度を利用する場合の手続きの流れ

①事前審査を受ける
※期日に余裕をもって審査を受けること

【提出物】
水洗便所改造等資金貸付事前審査表、位置図
計画平面図、改造等工事費明細書、着工前写真

※事前審査合格後、申込書、契約書等の書類をお渡しします。

②申し込み手続きをする
※期日に余裕をもって手続きをすること

【提出物】
水洗便所改造等資金借受申込書
水洗便所改造等資金貸借契約書、請求書兼口座振替依頼書
預金口座振替依頼書、印鑑登録証明書、納税証明書と所得証明書(注1)

(注1)　申し込む時期によって証明すべき年度が異なるのでご注意ください。

※アパート・集合住宅の場合は、土地・建物の登記簿謄本が必要です。

※借家もしくは借地の場合は、所有者の承諾書が追加で必要です。

③承認通知書を受け取る 承認通知書は申込み手続きが完了してから一週間以内に発送します
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